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税理士　岸田光正
売上割戻し・仕入割戻しの計上時期
　売上割戻しや仕入割戻しは、取引代金の一部を取引高や取引数
量等を基準として返戻するものをいいますが、その計上時期は以
下のようになります。

　売上割戻しの計上時期は、その算定基準が相手方に明らかにさ
れているか否かにより原則として次のようになります。
⑴　その算定基準が販売価額や販売数量によっており、かつ、そ
の算定基準が契約等により相手方に明らかにされているもの
　→次のイからハのいずれかの日の属する事業年度
　イ　割戻しの対象となる商品を販売した日
　ロ　相手方に割戻額を通知した日（継続適用が条件）
　ハ　相手方に割戻額を支払った日（継続適用が条件）
⑵　それ以外のもの
　→次のイ、ロいずれかの日の属する事業年度
　イ　相手方に割戻額を通知した日
　ロ　相手方に割戻額を支払った日
　なお、⑵の売上割戻しに該当する場合、その算定基準が相手方
に明示されていない場合でも、①期末までに割戻金を支払うこと
及びその算定基準が内部的に決定されており、かつ、②確定申告
書の提出期限までに相手方に割戻額を通知した場合には、継続適
用を条件として、期末における売上割戻しの未払計上が認められ
ています。

　一方、仕入割戻しの計上時期は次のように定められています。
⑴　その算定基準が購入価額や購入数量によっており、かつ、そ
の算定基準が契約等により相手方に明らかにされているもの
　→割戻しの対象となる商品を購入した日の属する事業年度
⑵　それ以外のもの
　→割戻額の通知を受けた日の属する事業年度

　なお、割戻金を、特約店契約の解消時まで留保するとか、 5年
を超える期間その収受を留保するような契約がある場合には、原
則として、その割戻金が実際に収受されるまで、売上割戻しにつ
いては、その計上を見合わせる必要があり、仕入割戻しについて
は、その計上を見合わせることができるとされています。

　例えば、算定基準が相手方に明らかにされているものについて、
売上割戻し（損金）は、取引日、通知日、支払日いずれの日に計
上することも認められているのに対し、仕入割戻し（益金）につ
いては、取引日にしか計上が認められていないなど、仕入割戻し
については売上割戻しよりも、その計上基準が厳しく定められて
いることに注意する必要があります。

（国税庁）
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（厚生労働省）

　国税庁は８月17日、『「個人債務者の私的整
理に関するガイドライン」に基づき作成され
た弁済計画に従い債権放棄が行われた場合の
課税関係について』と題する文書回答を公表
しました。
　これは東日本大震災の影響によって生じた
いわゆる「二重債務問題」に対応するため、
金融機関等が個人債務者に対し債権放棄を行

った場合、債権者側では債権放棄額を貸倒れ
として損金算入し、債務者側では債務免除益
を収入金額等に算入しない旨の取扱いを明ら
かにしたものです。
　この取扱いは、同ガイドラインに適合した
ものであることが前提となっており、事案ごと
の確認・報告などは、第三者機関の「個人版私
的整理ガイドライン運営委員会」が行います。

　経済産業省は９月１日、「現下の円高が産
業に与える影響に関する調査」の結果を公表
しました。
　「大企業・製造業編」では、１ドル76円の
為替レートへの対応策として、「経営努力、
製品設計変更等によるコスト削減」が67％と
最も多く、「為替予約によるリスクヘッジ」
も65％を占めています。また、このレートが
半年以上継続した場合の対応は、50％超が原
材料や部品の海外からの調達量を増加させる
とし、46％が「生産工場や研究開発施設の海

外移転」と回答しています。
　さらに、企業が政府に対して要望する対策
としては、「法人実効税率の引下げ」が87％
と最も多く、「継続的な為替介入」の63％が
後に続きます。
　「中小企業編」では、現在の円高水準では
減益となる企業が70%を超え、半年以上継続
した場合には80%を超える企業が減益を予想
するなど、円高が企業経営を圧迫している現
状が浮き彫りとなっています。

　「国民年金及び企業年金等による高齢期に
おける所得の確保を支援するための国民年金
法等の一部を改正する法律」が８月４日に国
会で成立、８月10日に公布されました。
　この法律は、国民年金保険料の納付可能期
間の延長や、企業型確定拠出年金において加
入者個人の拠出を可能とする等の措置を定め

たもので、この改正により、個人型だけでな
く企業型の年金加入者が拠出する掛金につい
ても、その全額を小規模企業共済等掛金控除
の対象とすることが可能となります。
　なお、所得税は平成24年１月１日以後拠出
する掛金から、住民税は平成25年分から適用
対象となります。
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（内閣府）

　内閣府は８月12日、「行政不服申立制度の
改革方針に関する論点整理（第２版）」を公
表すると共に、９月15日を期限とする意見公
募手続（パブリックコメント）を開始しまし
た。
　内閣府に設けられた行政救済制度検討チー
ムが中心となり、行政不服審査法や不服申立
前置の見直しが行われた結果、行政不服審査

法について、①現行の異議申立制度を廃止し、
審査請求に原則一元化すること、②独立して
職権行使を行う審理官制度を創設することな
ど、改革の骨子が明らかにされています。
　今後、国税不服申立制度についても見直し
の検討が進められますが、論点整理では、納
税者の簡易・迅速な救済に十分配慮すべきと
しています。

（経済産業省）
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「現下の円高が産業に与える影響に関する調査」の結果を公表
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企業型確定拠出年金の従業員拠出（マッチング拠出）が可能に
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